
【表紙】
　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月13日

【四半期会計期間】 第91期第2四半期（自　平成24年7月1日　至　平成24年9月30日）

【会社名】 京阪電気鉄道株式会社

【英訳名】 Keihan Electric Railway Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　加 藤　好 文

【本店の所在の場所】 大阪府枚方市岡東町173番地の1
　
大阪市中央区大手前1丁目7番31号（本社事務所）
　

【電話番号】 06（6944）2527

【事務連絡者氏名】 経営統括室　経理担当部長　　長 濱　哲 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町1丁目10番1号 有楽町ビル内

【電話番号】 03（3213）4631

【事務連絡者氏名】 経営統括室　総務担当　東京事務所長　　依 田　武

【縦覧に供する場所】 京阪電気鉄道株式会社 本社事務所
　
（大阪市中央区大手前1丁目7番31号）
　
株式会社東京証券取引所
　
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
　
株式会社大阪証券取引所
　
（大阪市中央区北浜1丁目8番16号）

　

EDINET提出書類

京阪電気鉄道株式会社(E04105)

四半期報告書

 1/27



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第90期
第2四半期
連結累計期間

第91期
第2四半期
連結累計期間

第90期

会計期間
自 平成23年4月 1日
至 平成23年9月30日

自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

営業収益
百万円

122,878

 

129,648

 

265,629

経常利益
百万円

6,353

 

10,161

 

13,580

四半期（当期）純利益
百万円

3,936

 

6,566

 

7,005

四半期包括利益又は包括利益
百万円

2,263

　

5,659

　

12,179

純資産額
百万円

137,295

 

150,205

 

145,788

総資産額
百万円

615,961

 

636,913

 

642,502

１株当たり四半期（当期）純利益金額
円

7.00

 

11.68

 

12.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額

円

－

 

－

 

－

自己資本比率
％

21.9

 

23.1

 

22.3

営業活動による

キャッシュ・フロー

百万円

7,680

 

16,777

 

14,818

投資活動による

キャッシュ・フロー

百万円

△29,104

 

△11,064

 

△40,872

財務活動による

キャッシュ・フロー

百万円

9,045

 

△5,849

　    

18,420

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高

百万円

14,381

 

19,195

 

19,127

　

回次
第90期
第2四半期
連結会計期間

第91期
第2四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成23年7月 1日
至 平成23年9月30日

自 平成24年7月 1日
至 平成24年9月30日

１株当たり四半期純利益金額
円

2.74

 

4.48

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．営業収益には、消費税等を含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

  当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況 

　当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や政府の経済対策などを背景に緩やか

な回復傾向がみられましたが、長期化する欧州債務問題や海外経済減速の影響などもあって本格的な回復には至

らず、先行き不透明感が強くなっております。

　このような経済情勢のもとにおきまして、当社グループでは、各事業にわたり積極的な営業活動をおこなって、業

績の向上に努めました結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は1,296億4千8百万円（前年同期比67億6千9百

万円、5.5％増）、営業利益は122億4百万円（前年同期比35億5千万円、41.0％増）となり、これに営業外損益を加減

した経常利益は101億6千1百万円（前年同期比38億8百万円、59.9％増）となりました。さらに、これに特別損益を

加減し、法人税等を控除した四半期純利益は65億6千6百万円と、前年同期に比較して26億2千9百万円（66.8％）の

増益となりました。

なお、「第２　事業の状況」から「第４　経理の状況」まで、特に記載のない限り、消費税等抜きで記載しており

ます。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間のセグメント別の状況

 
営業収益　 営業利益　

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間

増減率

 百万円 百万円 ％　 百万円 百万円 ％

運輸業 46,179 46,328 0.3 3,490 4,386 25.7

不動産業 21,890 28,17528.7 4,047 5,880 45.3

流通業 47,308 46,589△1.5 710 956 34.6

レジャー・サービス業 12,513 13,577 8.5 432 927 114.3

その他の事業 650 740 13.7 △80 1 －

計 128,542135,4115.3 8,601 12,15241.3

消　　去 △5,663 △5,762 － 53 52 －

連　　結 122,878129,6485.5 8,654 12,20441.0
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①運輸業

a．概況　

鉄道事業におきましては、平成24年4月14日、当社宇治線において、環境への配慮やバリアフリー対応、安全

性の向上などに主眼を置いて開発した新型車両13000系の営業運転を開始いたしました。これに合わせ、同日

より、宇治・伏見観光キャンペーン「宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。」を展開しておりますほか、平成

24年3月24日から6月3日のすべての土休日にノンストップ京阪特急「洛楽」を運行するなど、一層のサービ

ス向上を図るとともに旅客誘致に努めました。また、平成24年9月28日より京阪線全駅に公衆無線ＬＡＮサー

ビスを拡大するなど、駅施設の利便性向上を図りました。当第2四半期連結累計期間の当社の運輸成績は、生

産年齢人口の減少などの影響により、総旅客数は1億4,113万人と、前年同期に比較して13万人（0.1％）の減

少となりました。これに伴い、当社の旅客運輸収入は247億1千万円（前年同期比0.5％減）、これに運輸雑収

を加えた鉄軌道事業営業収益は262億7千5百万円と、前年同期に比較して1億3千8百万円（0.5％）の減収と

なりました。

バス事業におきましては、平成24年4月1日より、「ダイレクト エクスプレス 直Ｑ 京都」号について、京

都・交野・なんばを結ぶ区間でも新たに運行を開始いたしましたほか、関西国際空港リムジンバス京都線が

好調に推移いたしました。　

これらの結果、運輸業全体の営業収益は463億2千8百万円と、前年同期に比較して1億4千8百万円（0.3％）

の増収となりました。

　

b．提出会社の運輸成績

種 別 単位　

当第2四半期連結累計期間
自　平成24年4月 1日
至　平成24年9月30日　　

　 対前年同期増減率

   　％

営業日数 日 183 －

営業キロ キロ 91.1 －

客車走行キロ 千キロ 46,524 △1.2

旅客

人員

定期 千人 69,051 △0.5

定期外 〃 72,081 0.3

計 〃 141,133 △0.1

旅客

運輸

収入

旅客

収入

定期 百万円 7,992 △0.9

定期外 〃 16,717 △0.3

計 〃 24,709 △0.5

手小荷物運賃 〃 0 △0.3

合　計 〃 24,710 △0.5

運輸雑収 〃 1,565 △1.0

収　入　計 〃 26,275 △0.5

　

c．営業成績

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

鉄道事業 39,224 39,405 0.5 3,200 4,129 29.0

バス事業 12,662 13,106 3.5 146 232 58.2

消　去 △5,707 △6,183 － 143 24 －

計 46,179 46,328 0.3 3,490 4,386 25.7
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②不動産業

a．概況

不動産販売業におきましては、「京阪東ローズタウン」「ローズヴィレッジくずはⅡ」などの土地建物を

販売いたしました。また、マンションでは、「ファインフラッツ樟葉ザ・レジデンス」「グランファースト千

里桃山台」「ラ・ブリース京阪牧野」などを販売いたしました。

不動産賃貸業におきましては、前連結会計年度に取得した賃貸ビル「永新ビル」「みかみビル」「虎ノ門

5森ビル」や、株式取得により連結子会社とした「イースタンビル」を所有するイースタン興業㈱が通期で

寄与いたしましたほか、既存の賃貸ビルにおいても稼働率向上に努めました。

これらの結果、不動産業全体の営業収益は281億7千5百万円と、前年同期に比較して62億8千5百万円

（28.7％）の増収となりました。　

　

b．営業成績

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

不動産事業 16,691 24,53447.0 4,268 5,919 38.7

建設事業 5,577 5,939 6.5 △23 △66 －

消　去 △378 △2,297 － △197 27 －

計 21,890 28,17528.7 4,047 5,880 45.3

　

（不動産事業内訳）

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

不動産販売業 9,449 15,20860.9 589 1,477150.8

不動産賃貸業 7,241 8,246 13.9 3,679 4,421 20.2

不動産管理業 － 1,080 － － 21 －

計 16,691 24,53447.0 4,268 5,919 38.7

　

③流通業

a．概況　

百貨店業におきましては、平成24年9月13日、京阪百貨店くずはモール店において子供服売場のリニューア

ルをおこなうなど、競争力の強化を図りました。

ストア業におきましては、競争力の強化を図るべく、平成24年7月1日、オール日本スーパーマーケット協会

へ加入することにより、同協会が提供するプライベートブランド商品「生活良好（くらしりょうこう）」の

取扱いを開始し、スーパーマーケット「フレスト」などの魅力向上を図りました。

しかしながら、ＫＵＺＵＨＡ ＭＡＬＬ第2期開発計画の進捗に伴い、同施設西館およびＫＩＤＳ館などを

閉鎖した影響もあり、流通業全体の営業収益は465億8千9百万円と、前年同期に比較して7億1千9百万円

（1.5％）の減収となりました。

　

b．営業成績

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

流通事業 48,794 48,034△1.6 702 948 35.1

消　去 △1,485 △1,445 － 8 8 －

計 47,308 46,589△1.5 710 956 34.6
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（流通事業内訳）

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

百貨店業 25,653 25,883 0.9 △46 116 －

ストア業 13,998 13,119△6.3 265 247 △7.0

ショッピングモールの

経営
5,705 5,641△1.1 390 493 26.2

飲食業 3,437 3,389△1.4 91 90 △0.7

計 48,794 48,034△1.6 702 948 35.1

　

④レジャー・サービス業

a．概況　

ホテル業におきましては、㈱ホテル京阪においてセールス部門を強化し、新アトラクションの展開で活況

を呈するユニバーサル・スタジオ・ジャパンに隣接する2ホテルなどで需要を機敏に取り込むことができた

ほか、各ホテルにおいて積極的な営業展開をおこないました。また、平成24年4月より食材、備品什器、消耗品

などの購入業務を集約する「京阪グループホテル集中購買センター」を稼働させ、全13ホテルに順次導入し

ております。これにより、一括購入による規模の経済を活かして原価低減を図り、顧客満足の向上に向けてよ

り良い品を調達提供いたしました。さらに、前連結会計年度に株式取得により連結子会社とした㈱京都セン

チュリーホテルが通期で寄与いたしましたほか、同ホテルにおいて平成24年8月にメインロビーおよびレス

トラン3店舗を一新することにより施設の魅力向上を図りました。

これらの結果、レジャー・サービス業全体の営業収益は135億7千7百万円と、前年同期に比較して10億6千4

百万円（8.5％）の増収となりました。

　

b．営業成績

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

ホテル事業 9,945 11,05311.1 259 762 193.8

レジャー事業 2,639 2,602△1.4 271 275 1.4

消　去 △71 △78 － △98 △110 －

計 12,513 13,577 8.5 432 927 114.3

　

⑤その他の事業

a．概況　

その他の事業全体の営業収益は7億4千万円と、前年同期に比較して8千9百万円（13.7％）の増収となりま

した。

　

b．営業成績

　
営業収益　 営業利益

前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率　
前第2四半期
連結累計期間

当第2四半期
連結累計期間　

増減率

　 百万円 百万円　 ％　 百万円 百万円　 ％　

その他の事業 650 740 13.7 △80 1 －

計 650 740 13.7 △80 1 －
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(2)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末より6千8百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には191億9千5百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が増加

したほか、たな卸資産の増加額が減少したことなどにより、前年同期に比較して90億9千7百万円増加し、167億7

千7百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が減少

したことなどにより、前年同期に比較して180億3千9百万円増加し、△110億6千4百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が減少した

ほか、社債の償還による支出が減少したことなどにより、前年同期に比較して148億9千4百万円減少し、△58億4

千9百万円となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

株式会社の支配に関する基本方針

(1)基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価

値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向

上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づ

いておこなわれるべきものと考えております。また、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付のなかには、その目的などからみて企業価値ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や

株主が株式の大量買付の内容などについて検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十

分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買

収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも

少なくありません。

特に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させていくためには、①鉄道事業を

基幹としたライフステージネットワークを展開するなかで培ってきたお客さま、株主の皆様、お取引先、従業

員、地域社会をはじめとするステークホルダーとの良好な信頼関係の維持・強化、②経営陣と従業員による経

営理念・公共的使命・経営ビジョンの共有および経営の品格の向上、③多くのお客さまの人命を預かり、極め

て公共性の高い鉄道事業を営む者として必要とされる、安定的な経営基盤の確立、鉄道事業を支える設備・人

材・技術などに対する深い理解、安全対策をはじめとする中長期的な視点に立った設備投資、日々の安全輸送

を完遂するための経営トップをも含めた安全マネジメントや従業員の教育訓練、および安全・安心の確保を

最優先する企業風土づくりの継続的な推進、④鉄道事業と各事業の有機的な連携による相乗効果の発揮と京

阪エリアの魅力向上により、京阪ブランドを醸成してこれを新たな事業展開の原動力とし、グループの総合力

を最大限発揮していくための手法や発想の蓄積が不可欠であり、これらこそが当社の企業価値の源泉である

と考えております。当社株式の大量買付をおこなう者が、当社の財務および事業の内容を理解するのはもちろ

んのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるの

でなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は損なわれることになります。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付をおこなう者は、

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対し

ては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保す

る必要があると考えます。
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(2)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

①企業価値向上のための取組み

当社グループは、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の最大化をめざして策定した経営ビジョン

「“選ばれる京阪”への挑戦」の実現に向けて、将来にわたって京阪グループが発展していくための打ち

手を講ずるべく、平成24年度より平成26年度を目標年次とする中期経営計画（以下「本計画」といいま

す。）を推進しております。

本計画の概略は次のとおりであります。
　
1.基本方針

次の100年のために「強靭な京阪」の礎を築く　
　

2.取り組むべき経営課題

(a)安全の確保とリスクマネジメント能力の向上

多くのお客さまの人命を預かり、極めて公共性の高い鉄道事業を営む者として必要とされる安全・安

心の確保をさらに強化すべく、鉄道の安全性向上や大規模災害時等におけるグループの危機対応能力

の向上を図る

(b)沿線の肥沃化による鉄道復権とノウハウの活用による事業拡大

a.沿線の再耕

b.他の交通機関との連携強化など交通事業の将来のあり方の検討

c.長年培ってきたノウハウを生かした事業の確立

(c)体質の強化

a.利益を生み出し最大化できる体制の構築

b.徹底的な効率化
　

3.全社戦略

(a)徹底的な効率化による体質強化

a.事業部門

事業構造の抜本的な見直しによる効率的な運営体制の構築

・グループ内再編や統合、事業手法の見直し

・不採算事業や将来性の見込めない事業からの撤退

b.管理部門

コストのコントロールによる効率化の徹底

・当社の本社管理部門について効率化等を進めることにより、「小さな本社」を実現

・グループ各社における管理部門のコスト削減

(b)沿線の再耕

a.拠点開発の推進

将来にわたって「選ばれる京阪沿線」であり続けるため、ＫＵＺＵＨＡ ＭＡＬＬ第2期開発計画を

はじめとする沿線戦略拠点の開発等により、住み良い沿線づくりを推進

b.京都戦略の推進

グループ連携による観光営業施策の強化等により、京都におけるリーディングカンパニーとしての

地位を確立し、「京都といえば京阪」を具現

c.沿線肥沃化に向けた新規事業の推進

子育てしやすい京阪沿線、高齢者に優しい京阪沿線づくりをめざした、ライフサイクル支援事業の推

進
　

4.事業戦略

(a)運輸業

「安全・安心」の提供をベースとして、運営体制の効率化を進めながら、お客さまのニーズに合致し

た、お客さま視点でのサービスを展開する

(b)不動産業

賃貸事業においては、保有資産のバリューアップ、アセット・ポートフォリオ（資産構成）の入替えを

戦略的に進めるとともに、販売事業においては短期回収型の事業を継続する

(c)流通業

ＫＵＺＵＨＡ ＭＡＬＬ第2期開発計画を着実に推進し、徹底した事業構造の見直しにより競争力を高

めるとともに、プロパティマネジメント事業を拡大する
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(d)レジャー・サービス業

徹底した事業構造の見直しにより競争力を高め、観光需要の獲得を図るとともに、ホテルブランドを構

築する　
　

②コーポレート・ガバナンスの強化

当社においては、経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため、当社の取締役の任期を1年

としております。

さらに、現在、当社の取締役7名のうち2名は独立性を有する社外取締役を選任しており、また、監査役につ

いても5名のうち3名は独立性を有する社外監査役を選任しております。これら社外取締役および社外監査

役による当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート

・ガバナンスの一層の強化を図っております。

　

(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組みとして、平成21年6月24日開催の第87回定時株主総会においてご承認をいただき導入し

た当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「現行プラン」といいます。）を更新する

（以下、「本更新」といい、現行プランを更新したものを「本プラン」といいます。）ことを、平成24年5月9日

開催の取締役会において決定し、これについて、平成24年6月19日開催の第90回定時株主総会においてご承認

をいただいております。本プランの内容は次のとおりであります。

①本プランの目的

本更新は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、

基本方針に沿っておこなわれたものであります。

当社は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大量買

付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており

ます。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを

防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買

付がおこなわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる

大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために

交渉をおこなうことなどを可能とすることを目的としております。
　

②手続の設定

本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付そ

の他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けをおこなう者の当該公開買付け

に係る買付け等後の株券等所有割合およびその特別関係者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等

所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに

類似する行為またはこれらの提案（以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とし、こう

した場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。

当社の株券等について買付等がおこなわれる場合、当該買付等をおこなおうとする者（以下「買付者

等」といいます。）には、買付内容などの検討に必要な情報および本プランに定める手続を遵守する旨の

誓約文言などを記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、

当社取締役会の代替案などが、独立性の高い社外者のみから構成される企業価値委員会に提供され、その

評価、検討を経るものとします。企業価値委員会は、買付等の内容の検討、当社取締役会の提示する代替案

の検討、買付者等との協議・交渉などをおこないます。
　

③新株予約権の無償割当てによる本プランの発動

企業価値委員会は、買付者等による買付等が本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合や、

当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場

合などにおいて、後述する新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当

社取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告をおこないます。かかる新株

予約権（以下「本新株予約権」といいます。）は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上

限とする金額の範囲内で会社が別途定める金額を払い込むことにより行使し、当社株式1株を取得するこ

とができ、また、買付者等を含む非適格者や非居住者による権利行使が原則として認められないとの行使

条件および当社が非適格者以外の者から当社株式1株と引換えに原則として本新株予約権1個を取得する

ことができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、企業価値委員会の上記勧告を最大限尊

重して本新株予約権の無償割当ての実施または不実施などの決議をおこなうものとしま
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す。ただし、当社取締役会は、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以

下「株主意思確認株主総会」といいます。）を招集し、新株予約権無償割当ての実施に関して株主の皆様

の意思を確認することができるものとされており、この場合には、当社取締役会は、株主意思確認株主総

会の決議に従い、決議をおこなうものとします。

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することとして

おります。

本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることは

ありません。他方、本プランに従って本新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の皆様が本新株

予約権の行使手続をおこなわなければその保有する当社株式が希釈化する場合があります（ただし、当

社が当社株式の交付と引換えに本新株予約権の取得をおこなった場合には、株式の希釈化は生じませ

ん。）。　
　

④本プランの有効期間および廃止

本プランにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」

といいます。）は、第90回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとされています。

ただし、有効期間の満了前であっても、(i)当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無

償割当てに関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決議がおこなわれた場合、ま

たは、(ii)当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議がおこなわれた場合には、本プランはその時

点で廃止されることになります。

　

(4)取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とする

ものでないことについて

①基本方針の実現に資する特別な取組み(上記(2))について

本計画をはじめとして、上記(2)に記載した取組みは、当社の経営理念や鉄道事業者としての公共的使命

を背景に、引き続き当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図るために策定したもので

あり、まさに基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益に合致するものであり、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
　

②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み(上記(3))について

本更新は、上記(3)①記載のとおり、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させること

を目的としておこなわれたものであり、基本方針に沿うものです。

特に、本更新は、株主総会において株主の皆様の承認を得ておこなわれたものであること、その内容とし

て本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、独立性の高い社外者のみによって

構成される企業価値委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず企業価値委員会の判断を経

ることが必要とされていること、一定の場合には、本プランの発動の是非について株主意思確認株主総会に

おいて株主の皆様の意思を確認することとされていること、企業価値委員会は当社の費用で第三者専門家

の助言を受けることができるとされていること、当社取締役の任期は1年とされていること、本プランの有

効期間が3年間と定められたうえ、株主総会または取締役会によりいつでも廃止できるとされていることな

どにより、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資す

るものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。　

(4)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,595,886,000

計 1,595,886,000

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年9月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 565,913,515 同左

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 565,913,515 同左 － －

　

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）
　
平成24年7月 1日～
平成24年9月30日

－ 565,913 － 51,466 － 12,868
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(6)【大株主の状況】

　 （平成24年9月30日現在）

　氏名又は名称 　住所
所有株式数

（千株）　

 発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　三井住友信託銀行株式会社

（常任代理人 日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社）　

　東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

 （東京都中央区晴海1丁目8番11号）
       25,503　　   4.51

　日本生命保険相互会社 　東京都千代田区丸の内1丁目6番6号        18,259　　   3.23

　株式会社三井住友銀行 　東京都千代田区丸の内1丁目1番2号        14,714　　   2.60

　日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
　東京都中央区晴海1丁目8番11号         10,693　　   1.89

　日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
　東京都港区浜松町2丁目11番3号         8,846 　　   1.56

　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 　東京都千代田区丸の内2丁目7番1号         7,818 　　   1.38

　日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社

（三井住友信託銀行再信託分・阪急電鉄

株式会社退職給付信託口）

　東京都中央区晴海1丁目8番11号         5,367 　　   0.95

　株式会社みずほコーポレート銀行

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行

株式会社）

　東京都千代田区丸の内1丁目3番3号

 （東京都中央区晴海1丁目8番12号晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟）　

        5,300 　　   0.94

　三井生命保険株式会社

（常任代理人 日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社）　

　東京都千代田区大手町2丁目1番1号

 （東京都中央区晴海1丁目8番11号）　
        5,267 　　   0.93

　株式会社竹中工務店 　大阪市中央区本町4丁目1番13号         5,124 　　   0.91

　計 　－       106,892　    18.89

　

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 (平成24年9月30日現在)

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

3,516,000
－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他）（注）
普通株式

558,006,000
558,006　 同上

単元未満株式
普通株式

4,391,515
－ －

発行済株式総数
　

565,913,515
－ 単元株式数1,000株

総株主の議決権 － 558,006 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式3,000株（議決権3個）が含まれて

おります。
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②【自己株式等】

 (平成24年9月30日現在)

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

京阪電気鉄道株式会社
大阪市中央区大手前1丁目

7番31号
3,516,000－ 3,516,000 0.62

計 － 3,516,000－ 3,516,000 0.62

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役および監査役の異動はありません。

　

（注）当社は、グループ成長戦略を強力に推進するための経営体制の一環として、執行役員制度を導入しております。

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の役職の異動は、次のとおりでありま

す。

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

中西　基之 執行役員

経営統括室副室長（事業推進担

当）

経営統括室経営政策担当部長、事

業統括室企画営業担当部長

執行役員

経営統括室副室長（事業開発担

当）

経営統括室経営政策担当部長、事

業統括室企画営業担当部長

平成24年7月1日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成24年7月1日から平成24年9

月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(平成24年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,626 19,244

受取手形及び売掛金 25,845 19,330

有価証券 560 299

販売土地及び建物 81,055 80,907

商品 1,816 1,847

繰延税金資産 2,329 2,686

その他 7,148 9,207

貸倒引当金 △316 △274

流動資産合計 137,064 133,248

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 185,268 183,644

機械装置及び運搬具（純額） 11,628 12,670

土地 221,993 222,824

建設仮勘定 22,684 22,759

その他（純額） 8,303 8,370

有形固定資産合計 449,878 450,270

無形固定資産 8,370 8,136

投資その他の資産

投資有価証券 32,149 30,280

長期貸付金 644 382

繰延税金資産 4,840 5,203

その他 9,639 9,444

貸倒引当金 △85 △51

投資その他の資産合計 47,188 45,258

固定資産合計 505,438 503,665

資産合計 642,502 636,913
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(平成24年9月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,295 9,953

短期借入金 107,000 106,118

1年以内償還社債 420 10,438

未払法人税等 2,489 3,952

繰延税金負債 2 0

前受金 22,066 22,152

賞与引当金 2,611 3,226

商品券等引換損失引当金 309 324

その他 39,752 32,150

流動負債合計 184,947 188,317

固定負債

社債 81,363 71,135

長期借入金 140,450 138,848

長期未払金 5,611 4,208

繰延税金負債 8,442 8,535

再評価に係る繰延税金負債 36,203 36,203

退職給付引当金 14,855 14,664

役員退職慰労引当金 582 554

その他 24,257 24,241

固定負債合計 311,767 298,390

負債合計 496,714 486,708

純資産の部

株主資本

資本金 51,466 51,466

資本剰余金 28,818 28,818

利益剰余金 28,752 34,126

自己株式 △1,357 △1,361

株主資本合計 107,680 113,050

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,624 3,498

土地再評価差額金 30,869 30,869

その他の包括利益累計額合計 35,493 34,367

少数株主持分 2,613 2,787

純資産合計 145,788 150,205

負債純資産合計 642,502 636,913
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（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成24年4月 1日
　至　平成24年9月30日)

営業収益 122,878 129,648

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 101,669 105,031

販売費及び一般管理費 ※1
 12,554

※1
 12,412

営業費合計 114,224 117,443

営業利益 8,654 12,204

営業外収益

受取利息 9 8

受取配当金 295 275

雑収入 549 413

営業外収益合計 854 697

営業外費用

支払利息 2,534 2,417

持分法による投資損失 25 15

雑支出 595 308

営業外費用合計 3,155 2,740

経常利益 6,353 10,161

特別利益

補助金 327 333

工事負担金等受入額 662 39

投資有価証券売却益 251 －

固定資産売却益 7 －

その他 － 102

特別利益合計 1,248 475

特別損失

固定資産圧縮損 600 54

固定資産除却損 55 38

減損損失 11 11

特別退職金 95 －

投資有価証券評価損 29 －

特別損失合計 791 104

税金等調整前四半期純利益 6,810 10,532

法人税、住民税及び事業税 2,872 3,862

法人税等調整額 △180 △124

法人税等合計 2,692 3,738

少数株主損益調整前四半期純利益 4,118 6,794

少数株主利益 181 228

四半期純利益 3,936 6,566
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成24年4月 1日
　至　平成24年9月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,118 6,794

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,855 △1,134

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 △1,854 △1,135

四半期包括利益 2,263 5,659

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,102 5,440

少数株主に係る四半期包括利益 160 219

EDINET提出書類

京阪電気鉄道株式会社(E04105)

四半期報告書

19/27



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成24年4月 1日
　至　平成24年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,810 10,532

減価償却費 8,855 8,389

無形固定資産償却費 117 117

減損損失 11 11

固定資産圧縮損 600 54

工事負担金等受入額 △662 △39

投資有価証券売却損益（△は益） △251 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29 －

受取利息及び受取配当金 △304 △283

支払利息 2,534 2,417

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107 △229

売上債権の増減額（△は増加） 2,822 5,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,352 △531

仕入債務の増減額（△は減少） △579 △439

未払消費税等の増減額（△は減少） △274 488

その他 △1,467 △5,095

小計 13,782 21,322

利息及び配当金の受取額 328 308

利息の支払額 △2,595 △2,442

法人税等の支払額 △3,836 △2,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,680 16,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △26,837 △12,259

固定資産の売却による収入 12 16

工事負担金等受入による収入 2,390 1,107

投資有価証券の取得による支出 △4,071 △154

投資有価証券の売却による収入 447 4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,408 －

貸付けによる支出 △38 △99

貸付金の回収による収入 37 86

その他 364 233

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,104 △11,064

EDINET提出書類

京阪電気鉄道株式会社(E04105)

四半期報告書

20/27



（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成24年4月 1日
　至　平成24年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,070 △1,986

長期借入れによる収入 15,897 13,130

長期借入金の返済による支出 △15,137 △13,403

社債の発行による収入 20,424 －

社債の償還による支出 △10,132 △210

長期未払金の返済による支出 △1,310 △1,332

配当金の支払額 △1,402 △1,404

少数株主への配当金の支払額 △31 △32

自己株式の取得による支出 △6 △6

その他 △327 △603

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,045 △5,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,379 △136

現金及び現金同等物の期首残高 26,746 19,127

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 204

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

13 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 14,381

※
 19,195
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　該当事項はありません。  

 

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

　　下記の連結会社以外の会社の借入金に対して保証予約を行っております。

　　保証予約

前連結会計年度
（平成24年3月31日）

当第2四半期連結会計期間
（平成24年9月30日）

中之島高速鉄道㈱

㈱京福コミュニティサービス

30,562百万円

      139　

中之島高速鉄道㈱　

㈱はちけんや　

29,740百万円

62　　　

㈱文化財サービス 100 ㈱京福コミュニティサービス 58

㈱はちけんや 65 　     

計 30,867 計 29,860

  

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

 
前第2四半期連結累計期間
（自  平成23年4月 1日
至  平成23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  平成24年4月 1日
至  平成24年9月30日）

人件費 5,871百万円 5,880百万円

経費 5,192 5,023

諸税 610 617

減価償却費 778 768

のれん当期償却額 102 122

計 12,554 12,412

 

　２．営業費の内には、次の引当金繰入額が含まれております。

 
前第2四半期連結累計期間
（自  平成23年4月 1日
至  平成23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  平成24年4月 1日
至  平成24年9月30日）

賞与引当金繰入額 3,223百万円 3,155百万円

退職給付引当金繰入額 1,676 1,468

役員退職慰労引当金繰入額 86 79
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第2四半期連結累計期間
（自  平成23年4月 1日
至  平成23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  平成24年4月 1日
至  平成24年9月30日）

現金及び預金勘定 14,487百万円 19,244百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △106 △48

現金及び現金同等物 14,381 19,195

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第2四半期連結累計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年6月21日

定時株主総会
 普通株式 1,406 2.5平成23年3月31日平成23年6月22日 利益剰余金

２．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後と

なるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月8日

取締役会
 普通株式 1,406 2.5平成23年9月30日平成23年12月1日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第2四半期連結累計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年6月19日

定時株主総会
 普通株式 1,406 2.5平成24年3月31日平成24年6月20日 利益剰余金

２．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後と

なるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月30日

取締役会
 普通株式 1,405 2.5平成24年9月30日平成24年12月3日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第2四半期連結累計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　（単位：百万円）

　 運輸業 不動産業 流通業
レジャー・

サービス業

その他の

事業
合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 44,96217,84147,15312,496 425 122,878 － 122,878

セグメント間の

内部売上高又は振替高
1,216 4,048 155 17 225 5,663(5,663) －

計 46,17921,89047,30812,513 650 128,542(5,663)122,878

セグメント利益又は損失(△) 3,490 4,047 710 432 △80 8,601 53 8,654

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

　「レジャー・サービス業」セグメントにおいて、当第2四半期連結会計期間に株式会社京都センチュリーホテル

の株式を取得し連結子会社としました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間にお

いては1,951百万円であります。　

　

（重要な負ののれん発生益）

重要な負ののれん発生益はありません。

　

Ⅱ　当第2四半期連結累計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　（単位：百万円）

　 運輸業 不動産業 流通業
レジャー・

サービス業

その他の

事業
合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 44,98324,21646,42413,560 462 129,648 － 129,648

セグメント間の

内部売上高又は振替高
1,344 3,959 165 16 277 5,762(5,762) －

計 46,32828,17546,58913,577 740 135,411(5,762)129,648

セグメント利益 4,386 5,880 956 927 1 12,152 52 12,204

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

　重要な変動はありません。　

　

（重要な負ののれん発生益）

重要な負ののれん発生益はありません。

　

（金融商品関係）

金融商品の当第2四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。
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（有価証券関係）

有価証券の当第2四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

（デリバティブ取引関係）

当社グループ（当社及び連結子会社）は、前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間においてデリバ

ティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。 

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第2四半期連結累計期間
（自　平成23年4月 1日
至　平成23年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　平成24年4月 1日
至　平成24年9月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7円00銭 11円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 3,936 6,566

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 3,936 6,566

普通株式の期中平均株式数（千株） 562,431 562,404

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。  

 

２【その他】

平成24年10月30日開催の取締役会において、第91期（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）の中間配当につき

次のとおり決議いたしました。

 

（ａ）中間配当による配当金の総額              1,405,992,628円

（ｂ）１株当たりの金額                             　 2円50銭

（ｃ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成24年12月3日

　

（注）平成24年9月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年11月13日 

京阪電気鉄道株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田 原  信 之    　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西 原  健 二　 　 印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平 岡  義 則　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている京阪電気鉄道株式

会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から

平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京阪電気鉄道株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

   （注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連結財務諸表に添付す

             る形で別途保管しております。

         ２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

京阪電気鉄道株式会社(E04105)

四半期報告書

27/27


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第2四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第2四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
	会計方針の変更
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

